
【　訪問介護事業　(ホームヘルプサービス）　】

＊利用料には介護職員処遇改善加算Ⅰ(１３．７％)が加算されます。
＊　　　〃　　　介護職員特定処遇改善加算Ⅱ（４．２％）が加算されます。
＊自己負担額は「介護保険負担割合証」の「利用者負担の割合」により、ご負担いただきます。

【　介護予防型訪問サービス　(ホームヘルプサービス)　】

＊利用料には介護職員処遇改善加算Ⅰ(１３．７％)が加算されます。
＊　　　〃　　　介護職員特定処遇改善加算Ⅱ（４．２％）が加算されます。
＊自己負担額は「介護保険負担割合証」の「利用者負担の割合」により、ご負担いただきます。
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